
①公共測量実施の通知
※作業開始日の2週間前までに通知をお願いします。

②公共測量終了の通知

③測量標設置の通知

④永久標識の移転・撤去及び廃棄に関する通知

長崎県内で公共測量を実施する際は、長崎県知事に対し通知
する必要があります。
以下のフローで確認し、公共測量に該当する場合は必要な手

続きをお願いします。

公共測量 表

★公共測量の通知



★公共測量の手続き 裏

◆問合せ先
長崎県土木部建設企画課インフラDX推進班
T E L ：095‐824-1111(内線3028)
E-mail: Infra-dx@pref.nagasaki.lg.jp

長崎県
公共測量

HP

測量実施直前の通知については、通知日が作業期間を過ぎることがな
いようご注意ください。また、実施通知については、作業開始日の
２週間前までに通知をお願いします。

★詳しくは下記ホームページをご覧ください。


